
資料編 

1.  統計データから見る福島区の状況 

（１）概況 
項目 数値 出典 

面積 4.67k ㎡ 

2024（令和６）年１０月１日現在 

推計人口 

人口 83,255 人 

世帯数 46,650 世帯 

年少人口（15 歳未満）と割合 9,571 人（11.5％） 

老年人口（65 歳以上）と割合 15,099 人（18.1％） 

単独世帯数 22,923 世帯 2020（令和 2）年国勢調査 

高齢者（65 歳以上の）単独世帯数 3,987 世帯 

外国人人口 2,399 人 2024（令和 6）年 9 月 30 日現在 

 

 

（２）社会福祉施設・医療関連施設等の状況 
 高齢者福祉施設・事業所数（2024（令和 6）年 4 月 1 日現在） 

居宅介護支援事業所 30 ヶ所 
訪問介護事業所 33 ヶ所 
通所介護事業所 21 ヶ所 
通所リハビリ事業所 4 ヶ所 
訪問看護事業所 21 ヶ所 
福祉用具事業所 7 ヶ所 
介護老人保健施設 1 ヶ所 
有料老人ホーム 4 ヶ所 
小規模多機能型居宅介護 1 ヶ所 
高齢者向け住宅（サ高住） 1 ヶ所 
グループホーム 5 ヶ所 
特別養護老人ホーム 3 ヶ所 

 

 児童福祉施設・事業所・教育施設数（2024（令和６）年 4 月 1 日現在） 
保育所・保育園 17 ヶ所 
認定こども園 6 ヶ所 
小規模保育（2 歳まで） 14 ヶ所 
地域子育て支援拠点（つどいの広場事業等） 5 ヶ所 
幼稚園                   ６か所 
小学校                   ９校 
中学校                   ３校 
高等学校                  １校 
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 障がい児･障がい者施設・事業所数（2024（令和 6）年 7 月 1 日現在） 
障がい児を対象としたサービス事業所 

・児童発達支援 27 ヶ所 
・放課後等デイサービス 23 ヶ所 
・居宅訪問型児童発達支援 1 ヶ所 
・保育所等訪問支援 6 ヶ所 
・障がい児相談支援 6 ヶ所 

障がい福祉サービス事業所 
・居宅介護 32 ヶ所 
・重度訪問介護 31 ヶ所 
・同行援護 15 ヶ所 
・行動援護 4 ヶ所 
・短期入所（ショートステイ） 3 ヶ所 
・生活介護 6 ヶ所 
・自立訓練（生活訓練） 7 ヶ所 
・施設入所支援 1 ヶ所 
・就労移行支援（一般型） 2 ヶ所 
・就労継続支援（A 型） 4 ヶ所 
・就労継続支援（B 型） 8 ヶ所 
・就労定着支援              1 カ所 
・共同生活援助（グループホーム） 6 ヶ所 
・計画相談支援 8 ヶ所 

移動支援事業所 25 ヶ所 
地域移行支援事業所 3 ヶ所 
地域定着支援事業所 3 ヶ所 

 

 医療関連施設・事業所数 
福島区医師会加入病院・医院数       78 ヶ所（2024（令和 6）年 10 月１日現在） 
福島区歯科医師会加入歯科医院数      49 ヶ所（2024（令和 6）年 9 月１日現在） 
福島区薬剤師会加入薬局数         48 ヶ所（2024（令和６）年１０月１日現在） 
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障がい福祉分野

地域自立
支援協議会 事業者・

区社協
など

障がい者
基幹相談
支援ｾﾝﾀｰ
（育成園）

民生委員
・児童委員

地域活動者

福島区における相談支援機関・地域・行政が一体となった総合的な相談支援体制

【複合的な課題を抱えた世帯への支援】

・区保健福祉センター（生活支援担
当） に「総合的な支援調整の場」の
開催等を相談

・世帯への長期・継続的な支援

地域福祉
コーディネーター

自ら相談できない
要援護者

専門的な相談支援機関による支援

地域における見守り
活動の支援

・地域との連携の窓口

・アウトリーチにより要援護者を把握
・地域で埋もれている要援護者等を
適切な支援等につなぎ課題解決

地域住民

要援護者

福祉専門職の
ワーカー（CSW）

高齢福祉・介護・医療分野

地域ケア
会議

児童福祉分野

要保護児童
対策地域協議会

福島区保健福祉
センター

主たる
相談支援機関

各種コーディネーター
医療・介護連携コーディネーター
スクールソーシャルワーカー 等

相談支援機関・
教育機関関係者

医療機関関係者

地域関係者

総合的な支援調整の場
（つながる場）

（支援方針等の共有、
役割の明確化）

生活困窮者
相談支援員

民生委員
・児童委員

・地域福祉活動の基盤づくり

・アンテナ機能の強化

・活動の担い手の発掘・育成

近隣住民

若年層

NPO等

地域活動者

介護予防にかかる
資源開発

地域づくり
の支援

福島区社会福祉
協議会

地域づくりの
支援

生活支援
コーディネーター

サロン等の
「居場所」を
活用

ボランティア

生活困窮者支援

支援会議

新たな活動者

複合的な課題を抱えた世帯
への支援体制の充実事業

地域における見守り
ネットワーク強化事業

複合課題を抱えた要援護者への対応で、
他分野の相談支援機関や地域との連携に
課題を抱えるケースがある

【各福祉分野による支援】

主たる相談支援機関・CSW等の
相談内容により必要な関係機
関を選定・招集し「総合的な支
援調整の場」を主催

地域包括
支援ｾﾝﾀｰ
（区社協）

介護事業
者・地域関
係者など

生活
あんしん
相談窓口
（区役所）

こども家庭
センター・
地域子育て
支援機関
学校園など

地域関係
者・支援機
関など

区保健福祉センター
職員（生活支援担当）

医療
機関

・区保健福祉センター（生活支援担当）に
は、関係機関を招集する「総合的な調整
機能」や 「権利擁護機能」が求められる

・それらの役割を果たしていくために
人材育成や専門性の向上が必須

区役所職員

地域福祉
コーディネーター

みんなの相談室

（各地域のコミュニティ
センター・福祉センター）

こども

相談セン
ター

連
携

支援

相談・参加

連携

連
携

スーパーバイザー

見守り・
発見
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(50音順 敬称略)

所  属 氏 名

福島区社会福祉協議会 地域支援担当係⾧(地域支援担当) 麻井 光治

福島区医師会在宅医療・介護連携相談支援室 コーディネーター 梶山 直美

知的障がい者相談員 加藤 多美子

福島区障がい者基幹相談支援センター 管理者 神山 暁良

花園大学 社会福祉学部社会福祉学科 教授 神部 智司

下福島ブランチ相談員(阪神⾧楽苑) 小家 仁

野田ブランチ相談員(福島ともしび苑) 脊野 章

福島区地域女性団体協議会副会⾧ 西澤 千鶴子

福島子育て支援センター(市立海老江保育所 所⾧) 堀田 拍美

福島区民生委員児童委員協議会 会⾧ 三木 一誠

福島区社会福祉協議会 地域支援担当係⾧(生活支援担当) 山元 智美

福島区地域包括支援センター 管理者 横野 雅子

令和６年度 福島区地域福祉ビジョン策定会議 委員名簿
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